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高鍋町告示第38号 

 平成23年第３回高鍋町議会定例会を次のとおり招集する。 

    平成23年９月１日 

                              高鍋町長 小澤 浩一 

１ 期 日  平成23年９月７日（水） 

２ 場 所  高鍋町議会議場 

──────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

水町  茂君          徳久 信義君 

岩﨑 信や君          緒方 直樹君 

池田  堯君          中村 末子君 

黒木 正建君          後藤 隆夫君 

青木 善明君          松岡 信博君 

永友 良和君          柏木 忠典君 

八代 輝幸君          津曲 牧子君 

時任 伸一君          山本 隆俊君 

──────────────────────────────── 

○９月９日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月20日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月21日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月22日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

──────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────────── 

平成23年 第３回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成23年９月７日（水曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成23年９月７日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）産業建設常任委員会行政調査報告 

      （４）例月現金出納検査結果報告 

      （５）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 報告第３号 平成２２年度高鍋町水道事業会計継続費精算について 

 日程第５ 報告第４号 平成２２年度高鍋町財政健全化判断比率について 

 日程第６ 報告第５号 平成２２年度高鍋町公営企業資金不足比率について 

 日程第７ 報告第６号 平成２２年度株式会社高鍋めいりんの里会計決算及び平成２３年

度会計予算について 

 日程第８ 報告第７号 平成２２年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価等について 

 日程第９ 同意第１号 教育委員会委員の任命について 

 日程第10 認定第１号 平成２２年度高鍋町一般会計歳入歳出決算について 

 日程第11 認定第２号 平成２２年度高鍋町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第12 認定第３号 平成２２年度高鍋町老人保健特別会計歳入歳出決算について 

 日程第13 認定第４号 平成２２年度高鍋町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につ

いて 

 日程第14 認定第５号 平成２２年度高鍋町下水道事業特別会計歳入歳出決算について 

 日程第15 認定第６号 平成２２年度高鍋町介護認定審査会特別会計歳入歳出決算につ

いて 

 日程第16 認定第７号 平成２２年度高鍋町介護保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第17 認定第８号 平成２２年度高鍋都市計画畑田土地区画整理事業清算金特別会

計歳入歳出決算について 

 日程第18 認定第９号 平成２２年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計歳入歳出

決算について 
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 日程第19 認定第10号 平成２２年度高鍋町水道事業会計決算について 

 日程第20 議案第28号 高鍋町暴力団排除条例の制定について 

 日程第21 議案第29号 高鍋町税条例等の一部改正について 

 日程第22 議案第30号 平成２３年度高鍋町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第23 議案第31号 平成２３年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第32号 平成２３年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第33号 平成２３年度高鍋町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第34号 平成２３年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第27 平成２２年度高鍋町一般会計並びに特別会計決算審査結果報告 

──────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）産業建設常任委員会行政調査報告 

      （４）例月現金出納検査結果報告 

      （５）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 報告第３号 平成２２年度高鍋町水道事業会計継続費精算について 

 日程第５ 報告第４号 平成２２年度高鍋町財政健全化判断比率について 

 日程第６ 報告第５号 平成２２年度高鍋町公営企業資金不足比率について 

 日程第７ 報告第６号 平成２２年度株式会社高鍋めいりんの里会計決算及び平成２３年

度会計予算について 

 日程第８ 報告第７号 平成２２年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価等について 

 日程第９ 同意第１号 教育委員会委員の任命について 

 日程第10 認定第１号 平成２２年度高鍋町一般会計歳入歳出決算について 

 日程第11 認定第２号 平成２２年度高鍋町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第12 認定第３号 平成２２年度高鍋町老人保健特別会計歳入歳出決算について 

 日程第13 認定第４号 平成２２年度高鍋町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につ

いて 

 日程第14 認定第５号 平成２２年度高鍋町下水道事業特別会計歳入歳出決算について 

 日程第15 認定第６号 平成２２年度高鍋町介護認定審査会特別会計歳入歳出決算につ

いて 
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 日程第16 認定第７号 平成２２年度高鍋町介護保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第17 認定第８号 平成２２年度高鍋都市計画畑田土地区画整理事業清算金特別会

計歳入歳出決算について 

 日程第18 認定第９号 平成２２年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計歳入歳出

決算について 

 日程第19 認定第10号 平成２２年度高鍋町水道事業会計決算について 

 日程第20 議案第28号 高鍋町暴力団排除条例の制定について 

 日程第21 議案第29号 高鍋町税条例等の一部改正について 

 日程第22 議案第30号 平成２３年度高鍋町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第23 議案第31号 平成２３年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第32号 平成２３年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第33号 平成２３年度高鍋町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第34号 平成２３年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第27 平成２２年度高鍋町一般会計並びに特別会計決算審査結果報告 

──────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 水町  茂君       ２番 徳久 信義君 

３番 岩﨑 信や君       ５番 緒方 直樹君 

７番 中村 末子君       10番 後藤 隆夫君 

11番 青木 善明君       12番 松岡 信博君 

13番 永友 良和君       14番 柏木 忠典君 

15番 八代 輝幸君       16番 津曲 牧子君 

17番 時任 伸一君       18番 山本 隆俊君 

──────────────────────────────── 

欠席議員（２名） 

６番 池田  堯君       ８番 黒木 正建君 

──────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

──────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 壱岐 昌敏君    事務局補佐 野中 康弘君 

議事調査係長 山下 美穂君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 小澤 浩一君   副町長 ………………… 川野 文明君 

教育長 ………………… 萱嶋  稔君   教育委員長 …………… 児玉 安夫君 
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代表監査委員 ………… 黒木 輝幸君   総務課長 ……………… 間  省二君 

政策推進課長 ………… 森  弘道君   建設管理課長 ………… 芥田 秀則君 

農業委員会事務局長 … 松木 成己君   産業振興課長 ………… 長町 信幸君 

会計管理者兼会計課長 … 原田 博樹君   町民生活課長補佐 …… 椎葉ひろ子君 

健康福祉課長 ………… 井上 敏郎君   税務課長 ……………… 田中 義基君 

上下水道課長 ………… 森  俊彦君   教育総務課長 ………… 黒水日出夫君 

社会教育課長 ………… 三嶋 俊宏君                      

──────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（山本 隆俊）  只今から、平成２３年第３回高鍋町議会定例会を開会をします。 

 これから本日の会議を開きます。この際、議会運営委員会の報告を求めます。副委員長、

中村末子議員。 

○議会運営委員会副委員長（中村 末子君）  副委員長。おはようございます。平成２３年

第３回定例会招集に当たり、議会運営委員会を開きましたので御報告いたします。 

 去る９月の２日、午前１０時より、第３会議室において委員全員出席、議長、副議長は

オブザーバーとして出席、執行部、事務局も同席しました。 

 ９月定例会に付議されました案件は、高鍋町水道事業会計継続費精算報告ほか報告５件、

教育委員の再任の同意案件１件、平成２２年度決算認定１０件、条例制定１件、条例の一

部改正１件、平成２３年度補正予算５件の計２３件です。 

 執行部より説明を受け、質疑を求めましたが総括質疑がなされるということで、具体的

な内容についてはありませんでした。 

 次に、事務局より日程の説明が行われました。 

 委員より、常任委員会の日程に不足が生じないように、特別委員会終了後には、常任委

員会も入らせていただきたいとの要望があり、委員全員の一致を見たところでございます。

今回の一般質問は８名であり、２日間をとりました。 

 また、意見書の要望が２団体から提出されており、議員協議会で議論し、再度議会運営

委員会を開く予定をしております。 

 議会運営委員会では、９月定例会を提案どおり、さきの日程で進めることに全員賛成で

したので御報告いたします。今回の議会は、決算認定議会であり、審査に時間がかかるこ

ともありますが、来年度予算に大いに参考になる議会でもあります。議員各位の慎重な審

査をお願いし、議論が活発に行われることをお願いして報告といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（山本 隆俊）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、１３番、永友良和議員、

１４番、柏木忠典議員を指名いたします。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２．諸報告 

○議長（山本 隆俊）  日程第２、諸報告を行います。 

 まず、議長の会務報告につきましては、別紙がお手元に配付してありますが、これによ

り朗読及び説明を省略して差し支えありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 隆俊）  異議なしと認めます。したがって、議長の会務報告は朗読及び説明

を省略いたします。 

 次に、議員派遣の報告につきましては、別紙がお手元に配付してありますが、このとお

り派遣しましたので、これにより報告といたします。 

 次に、産業建設常任委員会の行政調査報告を求めます。委員長、永友良和議員。 

○産業建設常任委員会委員長（永友 良和君）  １３番。おはようございます。それでは、

産業建設常任委員会の７月に調査いたしました行政調査の報告を行います。 

 日時は７月６日水曜日と、翌７日の木曜日２日間でございます。参加者は産業建設常任

委員４名と議会事務局員１名、産業振興課職員１名であります。 

 １日目は国営大野川上流土地改良事業、大蘇ダムというところがあるんですが、大蘇ダ

ムにかかわります調査を行うため、熊本県阿蘇郡産山村役場を訪問し、説明を受けました。

産山村に建設された大蘇ダムは、大分県側から２度の協力要請を受け、昭和５４年に事業

を着工いたしました。総事業費１３０億円を当初見込んでおりましたが、水が溜まらない

等の状況が出たため、平成３年と平成１７年の２度にわたる計画変更の末、約６００億円

をダムに費やされています。着工から３０年以上経過した現在でも、浸透対策工事３年間

で８億４,０００万円の費用がかかっている状態であります。給水の範囲は、大分県の竹

田市、熊本県の阿蘇市と地元産山村です。この事業に関しての負担割合は、国が７０％、

県が２５％で、残りが地元負担であります。その中の受益者負担に関しましては、給水栓

を１箇所６,０００円、維持費につきましては、Ａ、Ｂ、Ｃ３つに分かれておりまして、

Ａ畑の給水栓を取りつけて常時使用する人に対しては、１０アール当たり３,５００円、

Ｂ畑の、給水栓は取りつけるが現在は使用しないという農家に対しては、１０アール当た

り５００円、それと、Ｃ畑の給水栓を取りつけないという農家に対しては負担金なしの

３つにわけられておりました。実際にダムを見学しましたが、現在給水は行われているも

のの、計画通りに貯水や給水ができない状態が続いております。 

 ２日目は、同じ熊本県菊池郡菊陽町を訪問いたしました。 

 菊陽町は、昭和５５年ごろは約２万人であった人口が、企業誘致等で現在は約倍の３万

７,０００人と、全国でも人口増加率はトップクラスの町であります。この菊陽町は、企

業を誘致するに当たり、空港が近いこと、水が豊富にあることなどの条件が整っていたこ

とと、道路の区画整備などインフラ整備を徹底させたこと、そして原水工業団地という団

地を県が建設するなど、受け入れ態勢がしっかりできていたことが、多くの企業を誘致で
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きている要因であります。企業とのコンタクトにつきましては、県が主となって、大阪、

東京、福岡等に事務所を置き、専門員を配置するなど、町と県の連携がしっかり保たれて

います。 

 また、役場としてもそれぞれの課で情報を共有して、映像によるＰＲ活動や情報提供に

よる奨励制度を設けるなど様々な工夫がなされております。現在、町も誘致するための土

地を工業団地に隣接していましたが、大震災の影響で食品関係の企業が、来られるはずだ

った企業が来られなくなるなど空き地も目立っております。町や県では、現在ある企業を

大切にするため、いろいろな角度から親睦を深める等の努力もされておりました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（山本 隆俊）  以上で、産業建設常任委員会の行政調査報告を終わります。 

 次に、例月現金出納検査結果に関する報告が提出されましたので、お手元に配付してあ

ります。 

 次に、町長の政務報告を行います。町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。おはようございます。 

 平成２３年６月１日から平成２３年８月３１日までの政務について御報告を申し上げま

す。 

 まず、山下地区土砂災害防災訓練についてでありますが、６月５日日曜日に、高鍋町防

災センターにおいて実施いたしました。この訓練の実施により、避難所、避難経路の確認

及び地区住民の防災意識の向上を図ることができました。 

 次に、第５８回高鍋町消防操法大会についてでございますが、６月２６日日曜日、高鍋

町スポーツセンターで開催いたしました。各部とも、日ごろの訓練の中で培った技術を十

分に発揮し、大変すばらしい大会となりました。 

 次に、第４９回東児湯支部消防操法大会についてでございますが、７月１６日土曜日、

東児湯消防組合で開催されました。今回も激戦となりましたが、本町においては第４部及

び第５部が優勝、第１０部が第２位という輝かしい結果となりました。 

 次に、災害時応援協定の締結についてでございますが、国土交通省所管施設に大規模な

災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、被害の拡大を防ぎ、２次災害を防止す

ることを目的として、８月２２日月曜日に当町役場において国土交通省九州地方整備局と

応援協定を締結いたしました。 

 次に、畜魂慰霊祭についてでございますが、８月３１日水曜日に畜魂碑前で実施いたし

ました。昨年の口蹄疫で犠牲となった家畜の魂を慰霊し、二度とこのような悲劇を繰り返

さないこと、また、口蹄疫からの復興を誓ったところでございました。 

 次に、要望活動についてでございますが、６月から７月にかけて、お手元の政務報告に

掲げているとおり、要望活動を行ってまいりました。 

 また、今回の要望活動を初め、さまざまな取り組みを積極的に進め、本町の発展につな

がりますよう努めてまいりたいと存じます。 
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 以上、主立った政務について御報告申し上げます。なお、その他の政務につきましては、

お手元の政務報告にて御確認いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（山本 隆俊）  以上で、日程第２、諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．会期の決定 

○議長（山本 隆俊）  日程第３、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、会期日程予定表のとおり、本日から９月２２日まで

の１６日間にしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 隆俊）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から２２日までの

１６日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．報告第３号 

日程第５．報告第４号 

日程第６．報告第５号 

日程第７．報告第６号 

日程第８．報告第７号 

○議長（山本 隆俊）  日程第４、報告第３号平成２２年度高鍋町水道事業会計継続費精算

についてから、日程第８、報告第７号平成２２年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価等についてまで、以上５報告を一括議題といたします。 

 まず、町長の報告を求めます。町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。報告第３号平成２２年度高鍋町水道事業会計継続費精算に

ついてから、報告第６号平成２２年度株式会社めいりんの里会計決算及び平成２３年度会

計予算についてまでを一括して御報告を申し上げます。 

 まず、報告第３号平成２２年度高鍋町水道事業会計継続費精算についてでございますが、

平成２１年度より２カ年継続事業として実施された竹鳩浄水場配水池施設更新工事が終了

し、管理者から継続費精算報告書の提出があったので、地方公営企業法施行令第１８条の

２第２項の規定により御報告申し上げるものでございます。 

 次に、報告第４号平成２２年度高鍋町財政健全化判断比率についてでございますが、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４つの財政健全化判断比率につきまし

て御報告するものでございます。 

 ４つの指標の比率が、それぞれ括弧書きで記載しております早期健全化基準値以上であ

る場合は、財政健全化計画を定めなければならないものでございます。本町では、いずれ

の比率も早期健全化基準値未満となっております。 

 次に、報告第５号平成２２年度高鍋町公営企業資金不足比率についてでございますが、
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業の資金

不足比率につきまして御報告するものでございます。その比率が経営健全化基準で定めら

れております２０％以上である場合には、経営健全化計画を定めなければならないもので

ございます。本町では、水道事業、下水道事業とも資金不足は発生いたしておりません。 

 次に、報告第６号平成２２年度株式会社高鍋めいりんの里会計決算及び平成２３年度会

計予算についてでございますが、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により御報告申

し上げるものでございます。 

 以上、４件につきまして御報告を申し上げます。 

○議長（山本 隆俊）  次に教育委員長の報告を求めます。教育委員長。 

○教育委員長（児玉 安夫君）  教育委員長。報告第７号平成２２年度高鍋町教育に関する

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等につきまして、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２７条第１項の規定に基づき、御報告申し上げるものでございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．同意第１号 

○議長（山本 隆俊）  次に、日程第９、同意第１号教育委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。同意第１号教育委員会委員の任命について、提案理由を申

し上げます。 

 現委員の杉田淳子氏が、平成２３年１１月２６日をもって任期満了になりますことに伴

い、引き続き同氏を教育委員会委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 このことにつきまして、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山本 隆俊）  本件につきましては再任でありますので、略歴の説明を省略をしま

す。 

 以上で、説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。７番、中村末子議員。 

○７番（中村 末子君）  ７番。教育委員の選出については、再任を含めどのような要綱を

設置しておられるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（山本 隆俊）  教育長。 

○教育長（萱嶋  稔君）  教育長。再任についての要綱の設置はございませんけども、杉

田委員の場合は保護者代表ということで、前回委員にお願いしておりまして、引き続き保

護者代表の１人としての委員としてお願いするものでございます。 

○議長（山本 隆俊）  しばらく休憩します。 

午前10時20分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午前10時25分再開 

○議長（山本 隆俊）  再開します。教育総務課長。 

○教育総務課長（黒水日出夫君）  高鍋町独自の教育委員さんの再任関係の法律はつくって

おりません。したがいまして、ここにありますように、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第１項の規定によるということで、高鍋町独自ではなくてそれに基づいて

杉田委員を再任ということでいたしております。 

○議長（山本 隆俊）  ７番、中村末子議員。 

○７番（中村 末子君）  ７番。済みません。私の質疑の意図がどうも飲み込めていないよ

うですので、ちょっと再度質疑をしますけれども、再任を含めっていうことは、新しく選

ぶときにもランダムで選んでいるのか、それとも例えば、保護者、教育者、いろいろあり

ますでしょ、教育関係に携わった人とか、教育委員会にいらっしゃる方は、いろんな方が

いらっしゃるわけですよね、ＰＴＡの代表、保護者の代表で、元代表であったりとか、い

ろんなこと選ばれるわけですわ。だからランダムに選ばれているのか、そこ辺のところが

知りたかったわけです。要綱がなければないで、その基準点というのはある程度持ってら

っしゃるのかなっていうふうに思ったんです。そこが見えないと、ああ、教育委員ってい

うのを、じゃあランダムに選んでいきながら、じゃあどうするのかと、例えば広報して、

教育委員を公募してますみたいなところでやられるのか、それとも家庭教育学級なり何な

り、そういう卒業した人を行ってされてるのかというような、ある程度の標準点というか、

基準点というのを設けていらっしゃるのかなというふうに思ったんですよ。というのは、

教育委員会で、私再三質問なども行ってきておりますけれども、今報告にもありましたよ

うに、いろんな報告をしなければならないように規程としてなっているんです、法的に。

だから、それはなぜかというと、一番文科省の思いからいけば、やっぱり教育委員会がき

ちんと機能してるかどうかというところの判断が非常に求められてる部分が、ある程度教

育分野にあるんです、今の条件要綱。それは、子供たちが荒れてきたり、いじめがあった

り、いろんなことが、とにかく歴史的な中でいろいろあって、どのような要綱を持って教

育委員を選任するのかっていうことが非常に強く求められてる部分が社会的にあるんです。

それは文科省もそれは通達でしっかりと出してきておりますので、高鍋町では、やはりど

ういう考え方で教育委員を選んでいらっしゃるのかということをある程度頭に置いてこち

らも望んでいかないといけないなというふうに思ってるわけなんです。だから、例えば保

護者から何名選んで、教育関係者から何名とかいうふうに、そういう思いがあるのかどう

かっていうのを知りたかったわけです。それだけです。それ以上のことはありません。 

○議長（山本 隆俊）  教育長。 

○教育長（萱嶋  稔君）  現在教育委員会として構成を考えておりますのは、学識経験者、

それから保護者の代表、保護者の代表は最近国からの法律で１名はいれるようになってお

ります。それから、そのほかの一般住民の方の代表ということで、バランスをとっている

ところです。 
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○議長（山本 隆俊）  ほかに質疑はありませんか。──これで質疑を終わります。 

 本件は人事案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決に入ります。これから、同

意第１号を起立によって採決します。本件は、同意することに賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本 隆俊）  起立全員と認めます。したがって、同意第１号教育委員会委員の任

命につきましては同意することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．認定第１号 

日程第１１．認定第２号 

日程第１２．認定第３号 

日程第１３．認定第４号 

日程第１４．認定第５号 

日程第１５．認定第６号 

日程第１６．認定第７号 

日程第１７．認定第８号 

日程第１８．認定第９号 

日程第１９．認定第１０号 

日程第２０．議案第２８号 

日程第２１．議案第２９号 

日程第２２．議案第３０号 

日程第２３．議案第３１号 

日程第２４．議案第３２号 

日程第２５．議案第３３号 

日程第２６．議案第３４号 

○議長（山本 隆俊）  日程第１０、認定第１号平成２２年度高鍋町一般会計歳入歳出決算

についてから、日程第２６、議案第３４号平成２３年度高鍋町介護保険特別会計補正予算

（第１号）まで、以上１７件を一括して議題といたします。 

 一括して提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。認定第１号平成２２年度高鍋町一般会計歳入歳出決算につ

いてから、議案第３４号平成２３年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

てまでを一括して提案理由を申し上げます。 

 まず、認定第１号平成２２年度高鍋町一般会計歳入歳出決算についてから、認定第９号

平成２２年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決算についてまででござい

ますが、平成２２年度各会計の歳入歳出の決算について、地方自治法第２３３条第３項の

規定により、議会の認定に付するものでございます。 

 初めに、認定第１号の一般会計については、歳入総額７８億１,１７３万９２１円、歳
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出総額７２億９,１２９万６７６円、差し引き５億２,０４４万２４５円となっております。 

 次に、認定第２号の国民健康保険特別会計については、歳入総額２９億３,４７７万

９,７４６円、歳出総額２６億８,４９１万４１８円、差し引き２億４,９８６万

９,３２８円となっております。 

 次に、認定第３号の老人保健特別会計については、歳入総額８９万６,６７５円、歳出

総額８９万６,６７５円、歳入歳出同額となっております。 

 次に、認定第４号の後期高齢者医療特別会計については、歳入総額４億６２５万

６,５２１円、歳出総額４億５１２万６,５２１円、差し引き１１３万円となっております。 

 次に、認定第５号の下水道事業特別会計については、歳入総額４億１,２９６万

３,８２０円、歳出総額４億５２万１,９６２円、差し引き１,２４４万１,８５８円となっ

ております。 

 次に、認定第６号の介護認定審査会特別会計については、歳入総額１,１５０万

６,０００円、歳出総額１,０２７万９,１１７円、差し引き１２２万６,８８３円となって

おります。 

 次に、認定第７号の介護保険特別会計については、歳入総額１３億７,４２９万

１,７０２円、歳出総額１２億５,９２６万９,９９３円、差し引き１億１,５０２万

１,７０９円となっております。 

 次に、認定第８号の高鍋都市計画畑田土地区画整理事業清算金特別会計については、歳

入総額３２５万１,２０９円、歳出総額３１５万９,０６２円、差し引き９万２,１４７円

となっております。 

 次に、認定第９号の一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計については、歳入総額２,３８６万

３８４円、歳出総額２,０５３万２８６円、差し引き３３３万９８円となっております。 

 次に、認定第１０号平成２２年度高鍋町水道事業会計決算についてでございますが、地

方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定に付するものでございます。 

 営業面では、給水件数が８,５９０件で、前年度より２０７件の減、有収水量は

２０１万４,１５３立方メートルで、前年度より１.９％減少しました。経営面では、収益

的収入総額４億２,１３４万７,４９４円、支出総額４億１,８０９万８,８６２円で、経常

利益は３２４万８,６３２円でございました。 

 次に、資本的収支でありますが、収入総額１億２,９７３万３９８円に対し、支出総額

は４億３,０８９万４,０２６円になっております。なお、資本的収支が支出に対して不足

する額３億１１９万３,６２８円は、当年度損益勘定留保資金等で補てんいたしました。 

 次に、議案第２８号高鍋町暴力団排除条例の制定についてでございますが、平成２３年

８月１日付けで、宮崎県暴力団排除条例が施行され、宮崎県における暴力団排除の基本理

念や県の責務等が明確に定められたところであります。この県条例の施行を受け、本町に

おいても暴力団を社会から排除し、町民の安心安全を確保することを目的に、今回新たに

条例を制定するものでございます。 
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 次に、議案第２９号高鍋町税条例等の一部改正についてでございますが、現下の厳しい

経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する

法律が施行されたことに伴い、関係条例について所要の改正を行うものでございます。 

 改正の主なものは、寄附金税額控除について寄附文化の裾野を広げるという意味から、

その適用下限額を所得税とあわせ、５,０００円から２,０００円に引き下げる改正、所得

税の罰則の改正とあわせて、個人住民税等の地方税関係の租税罰則見直しが行われたこと

による改正、上場株式等所得の軽減税率や、所得計算等の特例について２年延長すること

となったための改正等でございます。 

 次に、議案第３０号平成２３年度高鍋町一般会計補正予算（第２号）についてでござい

ますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ３億５,２９５万９,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ７１億８３６万円とするものでございます。 

 補正の主なものは、歳出では、活性化推進事業費、地域支え合い体制づくり事業、安心

こども基金事業、西都医師会病院助成負担金、宮崎県環境整備公社貸付金、埋却地管理支

援事業補助金、消防団員等公務災害補償等共済基金負担金、東小学校施設整備事業、コミ

ュニティー助成事業補助金、公共土木補助災害復旧事業等でございます。 

 また、平成２２年度決算確定に伴う決算剰余金につきましては、財政調整基金及び公共

施設等整備基金に積立を計上したところでございます。加えまして、総務費から教育費ま

で４月に実施しました人事異動に伴う人件費の調整を行ったところでございます。財源に

つきましては、国・県支出金、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入及び町債でございます。

あわせまして、災害復旧事業に伴う地方債の追加を行うものでございます。 

 次に、議案第３１号平成２３年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてでございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ２,９９２万４,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７億６,０５４万８,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものは、歳出では、人事異動に伴う人件費の減額、後期高齢者支援金、前期

高齢者納付金については、いずれも平成２３年度納付額確定に伴う増額、国庫補助金返還

金、支払基金返還金、国庫負担金返還金、県負担金返還金については、いずれも平成

２２年度事業実績に伴う償還金の増額でございます。 

 歳入では、本算定処理を行い、当初、課税額が確定したことによる国民健康保険税の増

額、平成２３年度交付額決定に伴う前期高齢者交付金の減額、歳出の人件費減額に伴う職

員給与費相当分、一般会計繰入金の減額及び財源調整のための繰越金の増額でございます。 

 次に、議案第３２号平成２３年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

てでございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ３０９万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ４億３０７万４,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものは、歳出では浄化センターの汚泥ポンプを制御する装置の故障等により

緊急に修繕が必要となったため、需用費の増額及び人事異動に伴う人件費の調整でござい

ます。 
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 歳入では、平成２２年度事業費の確定に伴う財源調整等でございます。 

 次に、議案第３３号平成２３年度高鍋町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号）に

ついてでございますが、今回の補正は、歳入歳出予算の総額に変更はなく、平成２２年度

事業確定に伴い、歳入の費目間で財源調整するものでございます。 

 次に、議案第３４号平成２３年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

でございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億２,４９３万２,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１５億５,６１４万３,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものは、歳出では、人事異動に伴う人件費の増額、介護給付費については

サービス利用者数の見込みにより、居宅介護サービス給付費を増額し、施設サービス給付

費を減額するものでございます。また、平成２２年度事業確定に伴い、支払基金、国及び

県と一般会計への返還金の増額並びに介護給付費準備基金への積立金を増額するものでご

ざいます。 

 歳入では、平成２２年度決算確定に伴う繰越金の増額、歳出の人件費増額に伴う職員給

与費相当分一般会計繰入金の増額及び平成２２年度事業確定に伴う支払基金交付金、県負

担金の増額等でございます。 

 以上、１７件の議案につきまして御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．平成２２年度高鍋町一般会計並びに特別会計決算審査結果報告 

○議長（山本 隆俊）  日程第２７、平成２２年度高鍋町一般会計並びに特別会計決算審査

結果報告を求めます。黒木輝幸代表監査委員。 

○代表監査委員（黒木 輝幸君）  代表監査委員。監査委員２名を代表いたしまして、平成

２２年度各会計の決算審査結果を御報告いたします。 

 初めに、地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付されました平成２２年度

高鍋町一般会計及び特別会計歳入歳出決算に関する審査結果を御報告いたします。 

 決算審査は、去る７月５日から８月１０日までの間、役場において書面審査及び対面審

査を実施し、審査意見書を８月２４日に講評を兼ねて町長に提出いたしました。 

 決算審査意見書は、皆様のお手元に配付されております。その内容について御報告申し

上げます。 

 第１に審査の対象となりましたのは、平成２２年度高鍋町一般会計歳入歳出決算、平成

２２年度高鍋町特別会計８会計歳入歳出決算、１、国民健康保険特別会計、２、老人保健

特別会計、３、後期高齢者医療特別会計、４、下水道事業特別会計、５、介護認定審査会

特別会計、６、介護保険特別会計、７、都市計画畑田土地区画整理事業清算金特別会計、

８、一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計でございます。 

 第２に、審査の期間でございますが、先ほども述べましたとおり、平成２３年７月５日

から平成２３年８月１０日まで、実質審査日数は１５日間でございます。 

 第３に、審査の方法でございますが、審査に当たりましては、町長から提出されました
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決算書及び附属書類が地方自治法、高鍋町条例に準拠して作成されているか、予算が適正

かつ効率的に執行されているかを主眼に置き、関係者の説明を聴取し、定期監査、例月検

査結果等も考慮して、関係帳簿並びにその他書類と照合するとともに、必要な書類の提出

を求め、通常実施すべき審査を実施し、現地調査も実施いたしました。 

 第４に、審査の結果でございますが、平成２２年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決

算は、関係諸帳票を初め、その他証拠書類などを照合審査した結果、決算に関する計数は、

いずれも正確であることを確認いたしました。また、予算の執行、会計事務及び財産の管

理など、財務に関する事務の執行は適正に処理されているものと認められました。 

 それでは、総括意見を申し述べます。なお、それぞれの項目ごとの審査結果につきまし

ては、意見書をごらんいただきたいと存じます。 

 まず、一般会計から申し上げます。最初に、決算にあらわれた現状の評価について申し

上げます。収支でございますが、平成２２年度一般会計決算におきましては、歳入におい

て３,５０４万３,０００円、歳出におきましては１億８,９３５万２,０００円、前年度を

下回っております。この結果、実質収支は前年度と比較して１億４,４５９万５,０００円

上回っております。なお、収支に関しましては、基金の運用を控除した実質単年度収支で

判断しなければなりませんが、実質単年度収支も黒字となっており、収支均衡が貫かれた

堅調な財政運営であったという結果が出ております。 

 次に、歳入でございますが、自主財源であります町税は２,９９８万５,０００円減収と

なる一方で、依存財源であります地方交付税が１億６,２５２万９,０００円増額、国庫支

出金が、地域活性化臨時交付金や定額給付金給付事業等の廃止により４億３,１５６万

３,０００円の大幅減となっております。借入金であります町債は、１億３,８９８万

４,０００円減少しております。 

 なお、歳入の確保という面から見ますと、重要な自主財源であります町税、保育料、住

宅使用料の収入未済額の合計が１億７,９２４万円で、前年度と比較して５９１万

９,０００円減少しておりますが、依然として多額であり、看過できない状況であります。 

 また、不納欠損額は、町税のみで１,０３７万３,０００円となっております。前年度と

比較して２１５万５,０００円の減となっておりますが、町税の滞納処分の執行を停止し

ている額は１億９３０万１,０００円で、大幅に増加をしております。 

 次に、歳出でございますが、義務的経費におきましては、人件費が７,３１９万

６,０００円減額、公債費も７,１５６万８,０００円減額となりましたが、扶助費が子ど

も手当の新設等によりまして３億７,１５７万５,０００円増加したために、全体では前年

度と比較して２億２,６８１万１,０００円増加をしております。 

 また、投資的経費は、多目的広場建設事業や社会資本整備総合交付金事業等の増もあり

ましたが、地域活力基盤創造交付金事業及び村づくり交付金事業等の減額、持田団地建替

事業、戸籍電算化システム導入事業等の終了により、全体では、前年度と比較して３億

２,５８９万１,０００円の減額となっております。その他の経費では、口蹄疫関連の補助
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金の増額がありましたが、定額給付金の終了により補助費等は３億１,４９０万円の減と

なっております。 

 基金につきましては、財政調整基金の積み立てが行われ、３月末の基金残高は８億

６,２６５万６,０００円となり、緊急時の対応力が強化をされております。 

 以上、２２年度の実績を申し上げましたが、平成２２年度一般会計の運営は、財政健全

化の取り組みも一定の成果を収めるなど、おおむね適正であったと認められます。ただし、

財政の健全度を示す経常収支比率や借金依存度を示す公債費比率は、依然として高い水準

にあり、柔軟性や独自性のある行政運営を進めていく上で、今後とも改善をしていかなけ

ればならない状況には変わりありません。 

 今後の財政運営に当たりましては、歳入面では、特に自主財源の確保に向けてなお一層

の取り組みを強化する必要があります。特に、収入未済額の解消は喫緊の課題であり、具

体的な履行計画を明確にし、検証に基づく執行が必要であります。また、不納欠損につき

ましては、負担の公平性に配慮し、慎重を期すとともに、不能欠損を発生させないための

事前の調査及び対応が必要であります。 

 歳出面では、最小の経費で最大の効果が得られるよう創意工夫を重ね、町の活性化に資

する予算編成に取り組み、執行面においては、予算を計画的かつ効率的に執行するよう常

に予算の管理執行状況を把握し、真に町民のためのまちづくりに努められるよう要望しま

す。 

 次に、国民健康保険特別会計について申し上げます。国民健康保険の加入世帯、加入者

は前年度と比較して１３８世帯、１９０人減少しております。歳入面では、被保険者の減

により、国保税は前年度と比較して２,７０５万８,０００円の減になるとともに、国庫支

出金の大幅増額と繰越金の充当及び一般会計から２,９６１万３,０００円の法定外繰入に

より、全体では微増となっております。 

 一方で、収入未済額は、前年度と比較して２００万９,０００円減少しております。不

納欠損処理した額は１,４８５万５,０００円で、前年度と比較して微増し、平成２２年度

末までの滞納累計額は１億４,００７万４,０００円となり、高額となっております。 

 執行停止中のものも加味すると、今後も増加することが懸念されます。国保税の確保に

は、これまでにも種々の収納対策を講じられてきておりますが、安定した保険事業運営と

負担の公平化を保つために、引き続き収納率向上対策に努めていただきたいと思います。 

 今後の国保財政を見通しますと、医療費負担の増加に加え、平成２１年度に借り入れた

町債の償還も新たな財政負担となりますことから、国保財政はますます逼迫することが予

想されます。このような状況下、被保険者みずからが健康保持や早期発見に心がけ、その

ことが医療費抑制につながるよう、健康づくりセンターを最大限に活用するなど、政策誘

導型の保健事業運営に取り組み、国民健康保険財政の安定化に努められるよう要望いたし

ます。 

 次に、老人保健特別会計について申し上げます。医療保険制度改正により、老人保健事
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業は後期高齢者医療保険事業に移行され、老人保健事業特別会計は、過去の医療費等の清

算を行っているところでありますが、平成２２年度で閉鎖をされます。なお、閉鎖後の未

清算があった場合は、一般会計において清算することとされております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。老人保健事業から後期高齢者医

療保険事業に移行され、制度運用から３年が経過しましたが、国の高齢者医療改革会議で、

費用負担のあり方が検討されておりますことから、その動向を注視していくことが必要と

思われます。 

 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。平成２２年度の公共下水道の事業量

は管渠布設１,２８１メーター、面整備６.７ヘクタールで、新たに１４５世帯２７５人が

使用可能となりました。平成２２年度末現在の管渠総延長は４４.２キロメーター、面整

備累計は１９７.８ヘクタールで、普及率は３１.６％、２,９４４世帯、６,７４９人とな

っております。 

 昨年度の審査報告でも述べましたが、下水道事業には、２つの課題があると考えており

ます。第一点目としては、以前から指摘をされております財政問題と事業展開がございま

す。現在事業認可を受けております２３３ヘクタールが、平成２７年度に完了予定であり

ますが、起債残高は、平成２２年度末で２９億２,０８０万４,０００円と多額に上ってお

ります。その償還や施設の維持管理に要する財源不足を一般会計からの繰り入れで補って

おり、加えて浄化センターの老朽化が進み、長寿命化の対策が必要となっております。こ

のような状況の中で、一般会計も財政健全化の真っただ中であり、自主財源の確保に向け

た普及率の向上の取り組みをさらに強化するとともに今後の事業展開を慎重に検討する必

要があると考えられます。 

 第二点目は、下水道使用料の収入未済額でございます。 

 供用開始に伴う使用料徴収の手続が一部欠落し、未調定、未徴収が発生し、既に時効が

完成した分につきましては、関係した職員からの協力金と在籍職員の減給処分で実質的な

補てんがされておりますが、地方自治法に基づき、過去５年前まで遡及して調定をされた

使用料についての平成２２年度末の徴収実績は３９％であり、この状況で推移すると未収

入のまま経過することが懸念されます。対象となった使用者に経緯の懇切丁寧な説明はも

とより、きめ細やかな対応により納入に対する理解を得られるよう努力するとともに、今

後取るべき手続を明確に示した上で確実に履行されるよう強く要望します。 

 次に、介護認定審査会特別会計について申し上げます。３町による認定審査は的確、そ

してスムーズに行われており、今後ともさらに連携を密にし、適正な審査を行われるよう

要望します。 

 次に、介護保険特別会計について申し上げます。平成２２年度の要介護、要支援の申請

者数は９６３人で、前年度と比較して７２人増加しておりまして、申請者のうち非該当は

６人となっております。 

 今後、介護給付費の増加も見込まれますことから、負担に対する公平性の確保と安定的
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な事業運営が求められます。このため、保険料の収入確保は必要不可欠であります。今後

とも収入未済額を増加させないよう努めていただきたいと思います。 

 また、介護を必要とするすべての人々に希望する介護サービスが的確に提供できるよう

に、円滑な運営を図っていくよう望みます。 

 次に、都市計画畑田土地区画整理事業清算金特別会計について申し上げます。清算金は

５年間で完了する予定となっておりますが、交付は初年度で大半が終了し、分割納付と一

部の交付が残るのみとなっております。未納につきましては、法的手続をとるなど、計画

期間内に清算が確実に終了するよう要望します。 

 次に、一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計について申し上げます。この特別会計は、一ツ

瀬川土地改良事業で導入された畑地かんがいの用水を他の農業にも雑用水として使用する

ことを目的に１市３町の構成で設置されたもので、平成２１年度から事業運営を開始して

おります。平成２２年度は平成２１年度から繰り越した繰越金を財源に、条例に基づく基

金積み立てを行うなど、おおむね適正に運営されたものと認められます。 

 今後とも、収入の確保に努め、適正で安定的な運営に努められるよう要望いたします。 

 続きまして、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づく、平成２２年度高鍋町水道

事業会計決算審査結果について御報告申し上げます。 

 決算審査は、去る６月２０日から６月２４日までの間の中で、役場において書面審査、

対面審査を実施し、審査意見書を７月１３日に講評を兼ねて町長に提出いたしました。 

 その概要について御報告申し上げます。審査の期間は６月２０日から６月２４日までの

間のうち、実質５日間でございます。審査の方法は、町長から提出された決算書類及び附

属書類が地方公営企業法その他関係法令に基づき作成されているか、また、水道事業の経

営成績及び財政状況が適正に表示されているかを検証するため、必要に応じて関係者から

説明を聴取し、会計帳票、証拠書類、関係帳簿など、通常実施すべき審査手続及び必要と

する審査を実施しました。 

 審査の結果でございますが、決算書類及び決算附属書類は、地方公営企業法、その他関

係法令に基づき作成され、その計数は正確であり、関係帳表と符合し、かつ当年度におけ

る水道事業の経営成績、財政状態を適正に表示していることを認めました。また、予算の

執行も適正に執行されていることを認めました。 

 それでは、総括意見を申し上げます。まず、分析による現状の評価でございますが、業

務の実績につきまして、本年度の給水人口は１万９,１０３人で、前年度より５００人減

少し、有収水量も３万８,８１８立方メーター減少しておりますが、漏水対策等の効果も

あり、有収率は８９.７％と高い水準を維持しております。年間総配水量も前年度と比較

して３万９,８３９立方メートル減少し、施設利用率、負荷率も低下しておりますが、同

類型の団体の経営指標、最大稼働率を上回っており、効率的な業務運営がなされたものと

評価できます。 

 次に、経営成績につきましては、収益では、営業収益は給水収益が大幅に減少したため、
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その他の営業収益が増加しましたが、前年度を１.７％下回っております。営業費用は、

修繕費及び修繕引当金計上の減額に加えて、減価償却費の増がわずかであったため、

１.５％減少しております。営業外費用は、支払い利息が０.４％減少しております。これ

らの結果、純利益は、前年度より３６.５％減の３２４万８,６３２円となり、これを全額

減債積立金にしております。 

 なお、修繕引当金を５２０万円計上しておりますことから、実質の収支は８４４万

８,６３２円の黒字となっております。経営状態につきましては、前年度より経営分析で

の指数が若干では悪化しておりますことから改善を図っていく必要があるものと考えられ

ます。 

 次に、財政状態につきましては、貸借対照表のとおりでございますが、資産の部では、

有形固定資産は構築物及び機械装置の取得により増加をしております。流動資産は、繰り

越しとなった浄水場施設更新工事や配水管布設工事等の支払いが、現金預金の大幅な減額

の要因となっております。負債の部では、固定負債は修繕引当金が１３６万４,６００円

減少するとともに、流動負債の未払い金が３７０万７,６７６円減少をしております。資

金の運用面では、流動資産が流動負債を大きく上回っており、安定していると見られます。

資本金の部では、企業際の償還及び借り入れの抑制により、借入金が減少し、４,８５３万

１,７０２円の減少となっております。剰余金は、利益剰余金及び工事負担金の増により、

資本剰余金が増加したことにより、３,４３９万１,８６８円増加をしております。当年度

末における財政状態は安定していると言えますが、企業債の未償還残高が３４億１,０００万

円と高額であり、さらなる経営努力が望まれます。 

 分析による評価は以上のとおりでありますが、平成２２年度の経営状況を見ますと、収

益的収支の収益面では、給水戸数は前年度より微減し、経営の根幹である営業収益も前年

度と比較して１.８％減少しております。一方、費用面では１.２％減少し、純利益は

３６.５％減の３２４万８,６３２円となっております。 

 資本的収支につきましては、収入では企業債借り入れ抑制により、企業債が減少してお

りますが、下水道工事に伴う配水管布設替えの工事負担金が２,６９６万３９８円増加を

しております。支出では、繰越工事の完了により一般改良費が増加をしております。 

 経営状態につきましては、企業債元利償還金が給水収益の５０％を超える状態が続くと

ともに、資産の増加に伴う多額の減価償却費の計上など、経営環境の改善には長時間を要

するものと思われます。このような中で、給水人口は減少傾向にあり、大幅な増加は見込

めず、今後、水道事業の経営に当たっては、業務見直しによるさらなる効率化に向けた取

り組みと、安全で良質な水の安定供給に向けて信頼される水道事業の執行を要望するもの

であります。 

 なお、現状は、給水原価が供給単価を上回っておりまして、財務分析における指標悪化

要因となっております。このことの解消に向けて、徹底的に経営分析を行い、その結果を

踏まえた企業努力と経営を望みます。 
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 以上で報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（山本 隆俊）  以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

 本日はこれで散会します。この後、１１時３０分から議員協議会を開きますので、第

３会議室にお集まりください。 

午前11時15分散会 

────────────────────────────── 


